
 
◆中央教育審議会・教育振興基本計画についての答申まとまる 

 

今後 5 年間に取り組むべき施策など盛り込まれる 

教育投資の数値目標なく期待外れの声も 
 

中央教育審議会は、4 月 18 日東京都内で総会を開き、答申「教育振興基本計画に
ついて～『教育立国』の実現に向けて」をとりまとめました。幼稚園にかかる主な内
容は次のとおりです。 

 
第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策／（３）基本的方向ごと
の施策／基本的方向２／⑤ 幼児期における教育を推進する 
改正教育基本法第 11 条（幼児期の教育）の規定を踏まえ，生涯にわたる人格形成

の基礎を培う幼児教育の重要性にかんがみ，幼稚園と保育所との連携の強化を図りつ
つ，その質の向上など幼児教育の推進に向けて取り組む。 
【施策】 
◇ 認定こども園の活用など幼児教育を受けられる機会の提供の推進 
国民の多様なニーズに応えるため，認定こども園については，利用者のニーズや施

設の認定申請の希望状況を踏まえつつ，今回の計画期間中のできる限り早期に認定件
数が 2,000件以上になることを目指し，制度の普及啓発や幼保連携型認定こども園へ
の円滑な移行に向けた運用改善など必要な支援を講じる。また，小学校就学前の幼児
のうち３歳児については，幼稚園，保育所又は認定こども園への就園の普及啓発に努
めていく。 
◇ 幼児教育全体の質の向上 
・幼児教育の質の向上に向け，教育内容の整合性を図った新しい幼稚園教育要領と保
育所保育指針を幼稚園・保育所で平成 21 年から実施するとともに，幼稚園・保育
所と小学校の連携を促す。また，幼稚園が行う「預かり保育」についても，新しい
幼稚園教育要領に規定した内容の周知を図る。 

・幼稚園における学校評価の実施とその結果の公表についても，幼稚園の特性を踏ま
えて，前述の小学校や中学校等と同様の取組を推進する。 

・教職員の資質向上のため，幼稚園・保育所の教職員に対する合同研修を促進すると
ともに，養成段階における幼稚園教諭免許と保育士資格の取得の促進はもとより，
現職者においてもそれらの併有を促す。さらに，幼稚園教諭一種免許状を有する現
職幼稚園教員の増加を促す。 
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・幼稚園の保健安全対策に関する取組を促す。 
◇ 幼児教育の無償化の検討を含む保護者負担の軽減 
幼児教育の将来の無償化について，歳入改革にあわせて財源，制度等の問題を総合

的に検討しつつ，当面，就学前教育についての保護者負担の軽減策を充実するなど，
幼児教育の振興を図る。 
◇ 幼稚園等を活用した子育てへの支援の推進 
幼児期における教育を推進する観点からも，幼稚園等を活用した子育てへの支援を

推進する。 
基本的方向４／③ 私立学校教育を振興する 
私立学校は，建学の精神に基づく多様な人材育成や特色ある教育研究の展開を担う

など，我が国の学校教育の質・量両面にわたる発展に重要な役割を果たしている。こ
のような私立学校の特性と役割にかんがみ，その自主性を尊重しつつ，私立学校の教
育研究に対する支援を行う。あわせて，定員割れとなり，十分な授業料収入等の自己
収入を確保できないこと等により，収支のバランスが悪化している学校法人も増加す
る中で，学校法人の自主的な努力による健全な経営の確保を促す観点から，学校法人
に対し，経営に関する指導・助言等の支援を行うとともに，積極的な財務情報等の公
開を促す。 
【施策】 
◇ 私学助成の推進 
教育条件の維持向上，私立学校に在学する幼児から学生までに係る修学上の経済的

負担の軽減，私立学校の経営の健全性の向上のため，私学助成を推進する。 
◇ 学校法人に対する経営支援 
学校法人の健全な経営を確保することを目的として，学校法人の自主的な経営改善

努力を促すため，経営相談や経営分析を通じた指導・助言などの支援を行う。また，
各学校法人が財務情報及び入学者数等の情報を積極的に公開するよう促す。 
 
（４）特に重点的に取り組むべき事項 
豊かな心と健やかな体の育成／幼児教育の推進 
幼稚園と保育所の連携を進め，教育内容の整合性を図った新しい幼稚園教育要領と

保育所保育指針を幼稚園・保育所で平成 21 年度から実施するとともに，幼児教育に
携わる教職員の資質向上のための取組を促す。あわせて，認定こども園については，
今回の計画期間中のできる限り早期に認定件数が 2,000 件以上になることを目指し，
制度の普及啓発や幼保連携型認定こども園への円滑な移行に向けた運用改善など必
要な支援を講じる。 
安全・安心な教育環境の実現と教育への機会の保障／教育への機会の保障 
就園奨励費，幼児教育無償化の歳入改革にあわせた総合的検討，就学援助，奨学金，

私学助成，税制上の措置の活用を通じた教育への機会の保障を図る。 
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